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障害者差別解消に向けた取組み（令和６年度実施事業） 

 

 障害者差別解消法及び「障害のある人の人権を尊重し県民皆が共にいきいきと輝く 

富山県づくり条例」に基づき、障害のある人に対する差別を解消し県民の理解を深める

ため、令和６年度は、以下の事業を実施する。 

 

１ 障害者理解普及啓発事業                     

（１）地域相談員及び広域専門相談員の設置、障害者理解促進のための周知活動 7,175 千円  

県条例で定められている地域相談員と広域専門相談員（２名）を設置し、相談

対応するとともに、資質向上のための研修を実施する。また、条例パンフレット

や中学生向けブックレット、ヘルプマーク・カードの普及による障害者理解のた

めの周知活動を実施。 

（２）障害のある人の相談に関する調整委員会費            1,100 千円 

  障害を理由とする差別を解消するための施策に関する重要事項に関する調査

審議や紛争解決を行う。 

 

２ 心の輪を広げる体験作文等募集事業                490 千円 

障害を持つ人と持たない人との相互理解の促進を図るため、心のふれあいをテ

ーマとした「心の輪を広げる体験作文」や「障害者週間」を広く周知する内容の

ポスターを募集する。 

 

３ 障害者週間キャラバンキャンペーン事業               280千円 

    12月３日～９日の「障害者週間」の啓発活動の一環として、富山駅周辺でのパ

ンフレット・啓発物の配布などを実施する。 

 

４ 小中学校巡回指導員及び高等学校巡回指導員の配置(教育委員会)   9,353千円   

    合理的配慮の提供に関する指導助言、合理的配慮の要望に関する教育相談、子

どもに関わる関係者（医療・福祉等）の連絡調整等を行う小中学校巡回指導員及

び高等学校巡回指導員を配置する。 

 

５ 富山県障害者差別解消ガイドラインの改訂                         

  ・関係府省庁が改訂した各事業分野における対応指針を踏まえて改訂 

 

６ 富山県職員対応要領等の改訂 

・国等職員対応要領を踏まえて改訂 

   ・改訂機関等：知事部局（議会事務局、各種委員会を含む）、教育委員会、県警察 
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